


行政組織の新設改廃状況に関する国会報告について（第 211 回国会） 

令 和 ５ 年 １ 月 

内 閣 官 房 

内 閣 人 事 局  

１ 趣旨  

○ 原則として国会召集の都度、前回国会召集日から当該国会召集日前

日までの間の一定の行政組織（局・部等）の新設改廃状況について国

会報告するもの。
（内閣府設置法、デジタル庁設置法、復興庁設置法及び国家行政組織法の規定に基づくも

のであり、内閣府・デジタル庁・復興庁のうち報告事項のある府省庁と共同で報告）

２ 第 211 回国会への主な報告事項  

○ 令和４年 10 月３日から令和５年１月 22 日までの間における組織

の新設改廃状況について報告。

報告事項は、以下のとおり。 

・ 文部科学省、厚生労働省、農林水産省及び経済産業省における、所

掌事務変更

・ 総務省、農林水産省及び国土交通省における、所掌事務特例の延長


